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１．幼児教育の無償化

・幼児教育の無償化を一気に加速。３歳から５歳までのすべての子供たちの幼稚
園、保育所、認定こども園の費用を無償化。

・幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等については、専
門家の声も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の声に丁寧に耳を傾けつ
つ、保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに結論を出す。
・０歳～２歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化。
・消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、2019年４月から一部をス
タートし、2020年４月から全面的に実施。

２．待機児童の解消

・「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度
末までに32万人分の受け皿整備。
・2018年度（来年度）から早急に実施。
・保育士の確保や他産業との賃金格差を踏
まえた処遇改善に更に取り組む。今年度
の人事院勧告に伴う賃金引上げに加え、
2019年４月から更に１％（月3000円相当）
の賃金引上げ。
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３．高等教育の無償化 （略） ４．私立高等学校の授業料の実質無償化 （略） ５．介護人材の処遇改善 （略）

８．来年夏に向けての検討継続事項

（１）リカレント教育 （略） （２）HECS等諸外国の事例を参考とした検討 （略）
（３）全世代型社会保障の更なる検討
・今後、2019年10月の消費税増税後の全世代型社会保障の更なる実現に向け、少子化対策として更に必要な施策を検討する一方、その財源に
ついても、「社会全体で負担する」との理念のもと、財政の効率化、税、新たな社会保険方式の活用、企業負担のあるべき姿を含め併せて検討。

６．これらの施策を実現するための安定財源

・社会保障の充実と財政健全化のバランスを取りつつ、安定財源として、2019年10月に予定される消費税率10％への引上げによる
増収分を①教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保等と、②財政再建とに、それぞれ概ね半分ずつ充当。①について新
たに生まれる1.7兆円程度を、上記１、２、３及び５に充てる。人づくり革命の政策は、消費税率10％への引上げを前提として、実行。

・子ども・子育て拠出金を0.3兆円増額。法律で定められた拠出金率の上限を0.25%から0.45%に変更し、0.3兆円の増額分は、
2018年度から実施する「子育て安心プラン」の実現に必要な企業主導型保育事業と保育の運営費に充てることとし、そのための
子ども・子育て支援法の改正法案を次期通常国会に提出。

７．財政健全化との関連

・財政健全化の旗は決して降ろさず、不断の歳入・歳出改革努力を徹底し、プライマリーバランスの黒字化を目指すという目標自
体はしっかり堅持。

・この目標の達成に向け、これまでの経済・財政一体改革の取組を精査した上で、来年の「経済財政運営と改革の基本方針」に
おいて、プライマリーバランス黒字化の達成時期、その裏付けとなる具体的かつ実効性の高い計画を示す。


